
29 令和８年度広島県公立高等学校入学者選抜 
  ～入学者選抜の結果に係る簡易開示（情報の提供）について～ 

 
１ はじめに 

2026（令和８）年３月 23 日（月）に広島市立広島みらい創生高等学校で二次選抜が
実施され、翌日の３月 24 日（火）に合格発表がありました。 
また、広島県立東高等学校では、３月 24 日（火）に入学者選抜が行われ、３月 26 日

（木）に合格発表があります。 
これで、令和８年度の春季の入学者選抜は終了です。受検されたみなさん、本当にお

疲れ様でした。第一志望の高等学校に合格できたという人も、第一志望には届かなか
ったけれど全力を出し切ったという人も、みなさんの４月からの高校生活が充実した
ものとなることを願っています。 
一方で、不合格となった人の中には、「自分の何が足りなかったのだろう」と気持ち

が整理しきれない人もいるかもしれません。 
そのような人のために、選抜結果の一部を本人が確認できる「簡易開示」という制度

があります。 
ここでは、この制度の内容や手続き等について分かりやすく説明します。 

 
２ 簡易開示の制度 
 広島県公立高等学校入学者選抜においては、選抜結果の一部を確認できる「簡易開
示」の制度が設けられています。 
そもそも開示とは、行政が保有する文書やデータを、本人や市民が知る権利に基づ

いて請求し、閲覧や写しの交付を受けられる制度のことです。ここでいう行政には、教
育委員会や学校なども含まれます。通常、開示請求は書面で行い、行政による開示・不
開示の審査を経て、開示決定がされた場合に文書の閲覧や写しの交付が行われます。 
一方、簡易開示は、こうした正式な手続きを簡略化し、本人からの申請に基づいてそ

の場で情報を確認できるようにした制度です。 
開示方法には、口頭での説明や文書の閲覧、写し等の交付などがありますが、広島県

公立高等学校入学者選抜では、口頭での説明や閲覧に限られ、写し等の交付は受けら
れないことになっています。 
 
３ 入学者選抜の結果に係る簡易開示の内容・手続き等 
 「令和８年度広島県公立高等学校入学者選抜実施要項」に記載されている簡易開示
の内容や手続き等の概要は次のとおりです。 
（１）情報提供内容  

ア 一般学力検査における各教科の得点及び合計  
イ 自己表現の総得点  
ウ 調査書における必修教科の各教科・各学年の評定、計及び合計  

（２）情報提供請求対象者  
一次選抜の受検者のうち不合格者（本人及びその法定代理人）  

（３）本人等であることの確認  
一次選抜の受検票、出身中学校の生徒証明書などの提示により確認する。  

（４）情報提供期間  
令和８年３月 18 日（水）から４月 17 日（金）まで（ただし、土曜日・日曜日・祝

日及び学校が定める振替休日等を除く）。  
受付時間は９時から 16 時まで（ただし、各高等学校の昼休憩時間を除く）。 

 
４ おわりに 
簡易開示は制度として認められた手続きで、選抜の結果を自ら確認することで気持

ちを切り替え、新たな一歩を踏み出せるのであれば、このような制度を利用してみる
のも一つの方法です。 
広島県では、簡易開示の対象は「一次選抜の受検者のうち不合格者のみ」とされてい

ますが、文部科学省の「令和６年度高等学校入学者選抜の改善等に関する状況調査（公立
高等学校）」によれば、全国の８割以上にあたる 41 都道府県では、合否を問わず請求者全
員に開示が行われています。不合格者に限定しているのは広島県、新潟県、福井県の３県の
みです。岩手県・神奈川県・山口県の３県では、簡易開示自体を実施していません。 
請求者全員に開示をしている茨城県では、不合格者には、合格発表後速やかに「解答

用紙の写し（教科別得点を含む）」を簡易書留で自宅に郵送し、さらに、合格者には、
合格者説明会で全員に「教科別得点、合計得点」を交付するとともに、入学後、希望者
には「解答用紙の写し（教科別得点を含む）」を交付しています。 
受検生のみなさんが必要な情報にアクセスし、安心して受検に臨むことができる仕組

みづくりが、これからもっと進んでいくといいですね。 



・「面接・小論文・実技等の結果」は、いずれかに該当がある場合の状況とする。
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1 北海道 ○ ○
2 青森県 ○ ○
3 岩手県
4 宮城県 ○ ○ ○
5 秋田県 ○ ○ ○
6 山形県 ○
7 福島県 ○ ○
8 茨城県 ○
9 栃木県 ○ ○
10 群馬県 ○
11 埼玉県 ○ ○
12 千葉県 ○ ○ ○ ○
13 東京都 ○ ○ ○ ○
14 神奈川県
15 新潟県 ○ ○ ○
16 富山県 ○ ○
17 石川県 ○ ○
18 福井県 ○
19 山梨県 ○ ○ ○
20 長野県 ○ ○
21 岐阜県 ○
22 静岡県 ○ ○ ○
23 愛知県 ○ ○
24 三重県 ○ ○ ○
25 滋賀県 ○ ○
26 京都府 ○ ○
27 大阪府 ○ ○ ○
28 兵庫県 ○
29 奈良県 ○ ○ ○ ○ ○ ○
30 和歌山県 ○ ○
31 鳥取県 ○ ○ ○ ○ ○ ○
32 島根県 ○ ○
33 岡山県 ○
34 広島県 ○ ○ ○ ○
35 山口県
36 徳島県 ○ ○ ○
37 香川県 ○ ○
38 愛媛県 ○ ○ ○
39 高知県 ○ ○
40 福岡県 ○ ○
41 佐賀県 ○ ○
42 長崎県 ○ ○
43 熊本県 ○ ○
44 大分県 ○ ○ ○
45 宮崎県 ○ ○
46 鹿児島県 ○ ○
47 沖縄県 ○ ○ ○ ○
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・「簡易開示」は、開示請求以外で受検者等が受検した高等学校への訪問等の何らかの請求手続きを行う場合とする。
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Ⅶ．選抜結果の本人開示

【簡易開示】対象者

No. 都道府県

請求者全員

163

出典：令和6年度 高等学校入学者選抜の改善等に関する状況調査（公立高等学校）【令和8年2月17日更新版】から抜粋

令和６年度 高等学校入学者選抜における各都道府県の簡易開示の状況について

出典：文部科学省「令和６年度 高等学校入学者選抜の改善等に関する状況調査（公立高等学校）【令和８年２月17日
　　　更新版】」から一部抜粋


